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相続とは 

相続とは、配偶者や親族から財産を引き継ぐことです。相続には法律で相続人と指定された法定相

続人と「法定相続人以外への遺贈」があります。法定相続人には「相続人の対象となる範囲と優先

順位」が定められていて、優先順位が高い人が「相続人」となります。 

 

外国籍の人も「相続人の範囲と順位」が該

当すれば相続人になります。 

日本では死亡した被相続人が日本国籍であ

れば日本の法律に従って相続が行われます。

財産を相続する権利は外国籍であっても、

日本国籍の相続人と同様に権利や義務があ

ります。 

 

相続にリスクもあります。 

相続の内容は様々で、被相続人がどういう人だったかによって変わります。

相続というと現金や預金、建物や有価証券などを想像しますが、義務やリス

クをともなうこともあります。農家の世帯主であった場合、畑や山林のよう

に相続することでそれを管理する義務やリスクが発生することもあります。

また借金やローンの返済などマイナスの財産を相続しなければならないこと

もあります。 

 

相続の放棄は契約行為です。 

相続する財産がマイナスの方が大きかったり、将来にわたって負担となる義

務が生じる場合、あるいは夫が死亡したことで母国に帰る場合には相続を放棄することもできます。

相続放棄は契約行為ですから後で変更することはできません。相続（または相続放棄）をするとき

には法律の専門家や友人に相談するなどして、安易に印鑑を押したりサインに応じることは避けま

しょう。 

 

法律の専門家に相談するにはどうしたらいいの？ 

特に相続人に外国籍の人がいる場合は、より複雑になります。 

法律の専門家とは、弁護士や司法書士になりますが、契約した専門家がいない

場合は「法テラス(無料の法律相談センター)」を利用できます。また行政の無

料法律相談会を利用することもできます。 

相続に関する翻訳や通訳が必要な場合、有料になりますがふじみの国際交流セ

ンター（FICEC）がお手伝いします。気軽にご相談下さい。 

相続対象者 順位 

配偶者は常に相続人(財産の 1/2)  

子ども・孫 

（子どもがいないときは孫） 
1 位 

父母 

（父母がいないときは）祖父・祖母 
2 位 

死亡した人の兄弟姉妹 

（兄弟姉妹がいないときは）甥・姪 
3 位 

 

「相続の問題」は 

ひとりで決めないで！ 
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妻と私は外国籍市民です。私たちには娘がおり、今年小学校１年生になりました。私たちは放課

後や週末に娘の宿題や勉強をみてくれる教室を探しています。そのような教室はありますか。 

埼玉県内には、日本人ボランティアによる無料の学習支援教室が数多くあります。  

「こども応援ネットワーク埼玉（https://kodomoouen.pref.saitama.lg.jp/map/shien ）」やアスポー

ト（https://kodomoshiennet-asuport.net/）のホームページで自宅近くの教室を探すことが出来ます。

FICEC の国際子どもクラブでは、毎週土曜日午前 10 時から 12 時まで、沢山の外国ルーツの子供たち

が学んでいます。 

在留カードやパスポートをなくしてしまったとき、どうしたいいですか 

在留カードは１６歳以上の外国人であれば、常に携帯していなければならないものです。在留カード

やパスポートをなくしたら、すぐに警察署や交番に行き、「遺失届」を出して「受理証明書」をもら

ってください。その証明書を持って自分の国籍の駐日各国大使館で再発行の手続きをしてください。 

在留カードは紛失から１４日以内に地方出入国在留管理局に行き、再発行交付申請をしなければなり

ません。相談は外国人在留総合インフォメーションセンター（０５７０－０１３９０４）  

    

 

 

 

 

 

 

「日本スリーデーマーチ」 
日本の秋の景色を一緒に歩きませんか 

 

 

 

広報『富士見』が 

多言語で読めます 

11/ 

当日参加もできます。 

広報誌は地域の様子や市のサービスなど大

切な情報がいっぱい。 

富士見市では広報誌を多言語でスマート

フォンやパソコンで読むことができます。

QR コードからアプリをダウンロードする

か、ブラウザ版にアクセスしてください。 

１０万人が集う国際ウォーキングの祭典です。 

東松山市を中心とした自然豊かな地域を歩きます。

50・40・30・20・10・5 キロメートルのコースが

あり、自分の体力にあったコースが選べます。 

コースによりスタート時間が違います。 

 

生活相談受付け 

月～金 10:00～16:00 
 

毎月第 1 日曜日午後 2 時からの開催です。90 分間、

英語だけで会話を楽しむ集まりです。お茶をしな

がら仲間を作りませんか？ 

●日時／11 月 6 日(日) 14:00～15:30 

●場所／ふじみの国際交流センター 

●参加費／500 円（お茶代） 

●定員／12 名 

●申込み／049-256-4290 

 


